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平成30年4月6日

民事部（総括）主任書記官殿（20部， 21部を除く。）

民事首席書記官菊池恒夫

判決書写しの提供について（事務連絡）

法律雑誌社等に対する判決書写しの提供については， 平成29年9月2

9日付け当職事務連絡に基づき運用されているところですが，今般当審

の判決書に対し閲覧制限決定がされた事件が控訴され，控訴審において，

同判決書に対し， さらに閲覧制限決定がされた事案について， 判決書写し

の提供時点においては， 控訴審において閲覧制限決定がされたことを知り

得なかったため， 控訴審の閲覧制限決定を反映していない当審の判決書写

しを雑誌社に提供したという事案が生じました。

ついては， 当分の間， 当審において閲覧制限決定がされ， 控訴がされた

事件の判決書写しを雑誌社等に提供する場合には，控訴審において， 閲覧

制限の申立てや決定がされていないかを控訴審の担当部に確認してから提

供するようにしてください。
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